
１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

1,686,345 2,629,634 2,974,941 1,656,762 1,368,975

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1,686,345 2,629,634 2,974,941 1,656,762 1,368,975

- 2,013,128 1,993,304 1,123,127

- 76.6% 67.0% 67.8%

基準値 目標値

- １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ３２年

- 38.6% 41.5% 46.2% 52.1% ※40.5% 100%

前年以上 前年以上 前年以上 前年以上 前年以上

基準値 目標値

- １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ３２年

- 10.8% 10.3% 10.0% 9.2% 9.4% 5%

前年以下 前年以下 前年以下 前年以下 前年以下

基準値 目標値

- １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ３２年

- 46.6% 46.7% 47.4% 47.1% 集計中 70%

前年以上 前年以上 前年以上 前年以上 前年以上

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（概要・記載箇所）

測定指標

担当部局名 労働基準局 作成責任者名 労働条件政策課長　田中　誠二 報告書作成日

区分

指標１
労働時間等の課題について労
使が話し合いの機会を設けて

いる割合

実績値

年度ごとの目標値

合計（a＋b＋c）

指標２
週労働時間60時間以上の雇用

者の割合

実績値

参考資料の情報

○労働時間等設定改善法（法律の概要）
　（厚生労働省ホームページ）http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/dl/01.pdf
○労働時間等見直しガイドライン（労働時間等設定改善指針）
　（厚生労働省ホームページ）http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/dl/honbun.pdf
○新成長戦略　http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf
○仕事と生活の調和推進のための行動指針
　　http://www8.cao.go.jp/wlb/government/20barrier_html/20html/indicator.html
○新たな情報通信技術戦略　工程表
　　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/100622.pdf

年度ごとの目標値

指標３
年次有給休暇取得率

実績値

年度ごとの目標値

労働時間等設定改善法（平成４年法律第９０号）に基づき、企業等に対する支援事業を実施し、労使の自主的取
組を推進することにより、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進等、労働時間等の設定の改善に向けた
取組を推進しています。
また、平成22年６月18日閣議決定された新成長戦略において、「ディーセント・ワーク（人間らしい働きがいのある
仕事）」の実現に向けたワーク・ライフ・バランスの実現（年次有給休暇の取得促進、労働時間短縮）に取り組む
ことが求められており、2020年までの目標として、年次有給休暇取得率７０％、週労働時間60時間以上の雇用者
の割合を2008年（10％）の５割減とすることが掲げられるとともに、関係閣僚、経済界、労働界等の代表からなる
「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において策定された「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」においても、新成長戦略と同様の数値目標が掲げられ、
目標を達成することが求められています。
テレワークについては、平成22年６月に政府の「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」により策定され
た「新たな情報通信技術戦略　工程表」において、2015年までに在宅型テレワーカーを700万人とする目標が定
められています。

執行額（千円、d）

執行率（％、d/(a＋b＋c)）

※　平成20年度予算において事項の整理（組替）を行ったため、平成19年度は本事業に係る決算額として整理していない。

本施策は、予算書の以下の項に対応しています。
（項）仕事生活調和推進費

1,261,259

補正予算（b）施策の予算額・執行額等

※　「執行額」欄には、独法の
運営費交付金は含まない。

予算の
状況

（千円）

当初予算（a） 1,261,259

繰越し等（c）

※平成２２年度より調査標本抽出の均一化、対象業種の拡大。

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、関

連計画等）

モニタリング結果報告書
（厚生労働省23（Ⅱ－２－５））

施策目標名 労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策を推進する（施策中目標　Ⅱ－２－５）

施策の概要
本施策は、次の施策小目標を柱に実施しています。
（施策小目標１）労働時間等の設定改善に向けた取組を推進すること
（施策小目標２）多様な働き方に対応した労働環境等を整備すること

予算書との関係
・関連税制

２４年度要求額


